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新潟県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

令和８年３月31日 

新潟県議会議長  青 柳  正 司 

新潟県議会規程第２号 

新潟県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程 

新潟県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程（令和５年新潟県議会規程第１号）の一部を次の

表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（個人識別符号） 

第３条 条例第２条第２項の議長が定める文字、番

号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第

319号）第２条第５項に規定する旅券（日本国政

府の発行したものを除く。）の番号及び同法第19

条の４第１項第４号の在留カードの番号 

 (6)～(17) （略） 

 

別記 

第１号様式（第９条関係） 

開示請求書 

（略） 

本

人

確

認

等 

（略） 

２ 請求者本人確認書類 

□運転免許証  

□個人番号カード 

□在留カード、特別永住者証明書又は特 

別永住者証明書とみなされる外国人登録

証明書 

□その他(         ) 

※請求書を送付して請求をする場合には、 

加えて住民票の写し等を添付してくださ

い。 

（略)                 

（略） 

 

（個人識別符号） 

第３条 条例第２条第２項の議長が定める文字、番

号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第

319号）第２条第５項に規定する旅券（日本国政

府の発行したものを除く。）の番号及び同法第19

条の４第１項第５号の在留カードの番号 

 (6)～(17) （略） 

 

別記 

第１号様式（第９条関係） 

開示請求書 

（略） 

本

人

確

認

等 

（略） 

２ 請求者本人確認書類 

□運転免許証 

□個人番号カード又は住民基本台帳カー

ド（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特 

別永住者証明書とみなされる外国人登録

証明書 

□その他(         ) 

※請求書を送付して請求をする場合には、 

加えて住民票の写し等を添付してくださ

い。 

（略)                 

（略） 

 

第11号様式（第18条関係） 

訂正請求書 

（略） 

本

人

確

認

等 

（略） 

２ 請求者本人確認書類 

□運転免許証  

□個人番号カード 

□在留カード、特別永住者証明書又は特 

別永住者証明書とみなされる外国人登録

証明書 

□その他(         ) 

※請求書を送付して請求をする場合には、 

第11号様式（第18条関係） 

訂正請求書 

（略） 

本

人

確

認

等 

（略） 

２ 請求者本人確認書類 

□運転免許証 

□個人番号カード又は住民基本台帳カー

ド（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特 

別永住者証明書とみなされる外国人登録

証明書 

□その他(         ) 
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加えて住民票の写し等を添付してくださ

い。 

（略)                 

（略） 

 

※請求書を送付して請求をする場合には、 

加えて住民票の写し等を添付してくださ

い。 

（略)                 

（略） 

 

第17号様式（第23条関係） 

利用停止請求書 

（略） 

本

人

確

認

等 

（略） 

２ 請求者本人確認書類 

□運転免許証  

□個人番号カード 

□在留カード、特別永住者証明書又は特 

別永住者証明書とみなされる外国人登録

証明書 

□その他(         ) 

※請求書を送付して請求をする場合には、 

加えて住民票の写し等を添付してくださ

い。 

（略)                 

（略） 

第17号様式（第23条関係） 

利用停止請求書 

（略） 

本

人

確

認

等 

（略） 

２ 請求者本人確認書類 

□運転免許証 

□個人番号カード又は住民基本台帳カー

ド（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特 

別永住者証明書とみなされる外国人登録

証明書 

□その他(         ) 

※請求書を送付して請求をする場合には、 

加えて住民票の写し等を添付してくださ

い。 

（略)                 

（略） 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。ただし、第３条第５号の改正は、令和８年６月14日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正前の様式による用紙は、当面の間、所要の調整をして使用することができる。 

３ この規程の施行の際現にこの規程による改正前の新潟県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規

程の規定に基づいて提出されている書類は、この規程による改正後の新潟県議会の保有する個人情報の保護に

関する条例施行規程の規定に基づいて提出された書類とみなす。 

 


